
鈴鹿市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例をここに公布する。 

令和７年１２月２２日 

鈴鹿市長 

鈴鹿市条例第３９号 

鈴鹿市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例 

鈴鹿市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年鈴

鹿市条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように

改める。 

改 正 後 改 正 前 

（虐待等の禁止） （虐待等の禁止） 

第12条 家庭的保育事業者等の職員は、利用

乳幼児に対し、法第33条の10第１項各号に

掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に

有害な影響を与える行為をしてはならな

い。 

第12条 家庭的保育事業者等の職員は、利用

乳幼児に対し、法第33条の10各号に掲げる

行為その他当該利用乳幼児の心身に有害な

影響を与える行為をしてはならない。 

（食事の提供の特例） （食事の提供の特例） 

第16条 次に掲げる要件を満たす家庭的保育

事業者等は、前条第１項の規定にかかわら

ず、当該家庭的保育事業者等の利用乳幼児

に対する食事の提供について、次項に規定

する施設（以下「搬入施設」という。）に

おいて調理し家庭的保育事業所等に搬入す

る方法により行うことができる。この場合

において、当該家庭的保育事業者等は、当

該食事の提供について当該方法によること

としてもなお当該家庭的保育事業所等にお

第16条 次に掲げる要件を満たす家庭的保育

事業者等は、前条第１項の規定にかかわら

ず、当該家庭的保育事業者等の利用乳幼児

に対する食事の提供について、次項に規定

する施設（以下「搬入施設」という。）に

おいて調理し家庭的保育事業所等に搬入す

る方法により行うことができる。この場合

において、当該家庭的保育事業者等は、当

該食事の提供について当該方法によること

としてもなお当該家庭的保育事業所等にお



いて行うことが必要な調理のための加熱、

保存等の調理機能を有する設備を備えなけ

ればならない。 

いて行うことが必要な調理のための加熱、

保存等の調理機能を有する設備を備えなけ

ればならない。 

(１)  略 (１)  略 

(２) 当該家庭的保育事業所等又はその他

の施設、保健所、市町村等の栄養士又は

管理栄養士により、献立等について栄養

の観点からの指導が受けられる体制にあ

る等、栄養士又は管理栄養士による必要

な配慮が行われること。 

(２) 当該家庭的保育事業所等又はその他

の施設、保健所、市町村等の栄養士によ

り、献立等について栄養の観点からの指

導が受けられる体制にある等、栄養士に

よる必要な配慮が行われること。 

(３)～(５)  略 (３)～(５)  略 

２  略 ２  略 

（利用乳幼児及び職員の健康診断） （利用乳幼児及び職員の健康診断） 

第17条  略 第17条  略 

２ 家庭的保育事業者等は、前項の規定にか

かわらず、次の表の左欄に掲げる健康診断

又は健康診査（母子保健法（昭和40年法律

第141号）第12条又は第13条に規定する健

康診査をいう。同表において同じ。）（以

下この項において「健康診断等」とい

う。）が行われた場合であって、当該健康

診断等がそれぞれ同表の右欄に掲げる健康

診断の全部又は一部に相当すると認められ

るときは、同欄に掲げる健康診断の全部又

は一部を行わないことができる。この場合

において、家庭的保育事業者等は、それぞ

れ同表の左欄に掲げる健康診断等の結果を

把握しなければならない。 

２ 家庭的保育事業者等は、前項の規定にか

かわらず、児童相談所等における乳児又は

幼児（以下「乳幼児」という。）の利用開

始前の健康診断が行われた場合であって、

当該健康診断が利用乳幼児に対する利用開

始時の健康診断の全部又は一部に相当する

と認められるときは、利用開始時の健康診

断の全部又は一部を行わないことができ

る。この場合において、家庭的保育事業者

等は、児童相談所等における乳幼児の利用

開始前の健康診断の結果を把握しなければ

ならない。 

 児童相談所等にお 利用乳幼児に対する      



 ける乳児又は幼児

（以下「乳幼児」

という。）の利用

開始前の健康診断 

利用開始時の健康診

断 

     

 乳幼児に対する健

康診査 

利用開始時の健康診

断、定期の健康診断

又は臨時の健康診断 

     

３・４  略 ３・４  略 

（職員） （職員） 

第23条  略 第23条  略 

２ 家庭的保育者（法第６条の３第９項第１

号に規定する家庭的保育者をいう。以下同

じ。）は、市長が行う研修（市長が指定す

る都道府県知事その他の機関が行う研修を

含む。）を修了した保育士若しくは三重県

の区域に係る法第18条の29に規定する地域

限定保育士（以下これらを「保育士」とい

う。）又は保育士と同等以上の知識及び経

験を有すると市長が認める者であって、次

の各号のいずれにも該当するものとする。 

２ 家庭的保育者（法第６条の３第９項第１

号に規定する家庭的保育者をいう。以下同

じ。）は、市長が行う研修（市長が指定す

る都道府県知事その他の機関が行う研修を

含む。）を修了した保育士又は保育士と同

等以上の知識及び経験を有すると市長が認

める者であって、次の各号のいずれにも該

当するものとする。 

(１)・(２)  略 (１)・(２)  略 

３  略 ３  略 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 


